
 
推進員の主な活動内容 

(1) ７名で組織された推進員会で講座を企画し、それを運営します。☆年間１５講座以上 

（〇講師の選定 〇会場の予約 〇広報 〇会場の設営・片付け 〇講座当日の司会等） 

 (2) 月 1回の定例会（第 1金曜 14:00～15:30）に出席し、情報を共有して企画を練ります。 

 (3) 西宮市が主催する研修会（チラシ作りを学ぶ研修など）、情報交換会（他の公民館の推

進員との交流を行う）へ参加します。（年２・３回の会議に分担して参加します） 

 (4) 地域団体の代表者で構成される高木公民館運営協議会との懇談会に参加し、意見交換し

ます。（年１回） 

推進員になるには 

(1) 高木公民館区内にお住まいであること。 

（堤町、上之町、日野町、荒木町、大森町、薬師町、伏原町、高木東町、高木西町、 

長田町、北口町、甲風園 1～3丁目、樋ノ口町 1・2丁目、大島町、若山町、門前町、 

林田町、野間町） 

(2) 年齢が 18歳以上の方であること。 

 

！興味を持たれた方は、下記いずれかの問合せ先までご連絡ください！ 

 

 

 

 

高木公民館地域学習推進員を 

一緒にやりましょう！ 

 

 

推進員会は公民館講座の企画・運営を行っている市民ボランティア

の会です。子どもから高齢者までを対象に、地域の皆さまの身近な学習

の場として時事、文化、健康講座、コンサートなどの多彩な講座を実施

しています。 

 

★高木公民館での実施講座（一例） 

夏休み子ども向け講座、二胡コンサート、リラックスヨガ、防災講座、

セルフハンドケア講座など 

 

高木公民館 

電話 0798-65-1569 

（平日、午前９時～ 

午後４時４５分） 

裏面にさらに詳しい情報がございます。ご覧ください！ 当チラシ発行日：令和６年 11月 13日 

西宮市地域学習推進課（中央公民館） 

お問合せメールアドレス 

vo_chuukou@nishi.or.jp 

件名(必須)：高木推進員募集について 

もしくは 
↑推進員会の説明・お問合せ

メールフォームはこちら 



講座の企画・運営の流れ 

推進員会定例会で、どんな講座を実施し、どの講師に依頼するかを協議して決定します。 

担当推進員より講師に連絡し、講師の依頼と日程調整を行い、会場の予約をします。 

                   ↓ 

  チラシや公民館だより等で地域の皆さまにお知らせします。 

                   ↓ 

  講座当日は推進員がチームで会場の準備・講師への対応・終了後の片付け等を行います。 

  実施後、講師へお礼状を送ります。また、定例会で講座の報告を行い情報共有します。 

 

もっと詳しく！推進員について 

Ｑ．どんな人たちが高木公民館の推進員として活動していますか？ 

Ａ．高木公民館区内にお住まいの方で、地域団体からの推薦や公募で選ばれた方が推進員と 

して活動しています。令和６年 11月現在、計７名の推進員が活動しています。 

Ｑ．現在仕事をしているのですが、推進員として活動することは可能でしょうか？ 

Ａ．定例会の日程は全員が集まれる日を最初に調整しますし、講座の開催日や準備の日程など 

については融通が利く面もありますので、興味のある方は一度ご相談ください。 

ただし、定例会及び講座の多くは平日に開催されるため、平日の日中に動ける時間が全く 

取れない方の活動は難しいと思います。 

Ｑ．講座の運営に必要な費用（チラシ印刷費 他）は誰が負担するのでしょうか？ 

Ａ．チラシ印刷費、講師への謝金等必要な経費はすべて西宮市よりお支払いします。なお、 

講座企画等活動に伴う費用として、推進員には活動費をお支払いしております。 

（令和５年度実績：推進員１名につき１月あたり 5,000円） 

Ｑ．任期について詳しく教えてください。 

Ａ．推進員の任期は１期につき２年間です。最長で３期(６年間)活動することが可能です。 

 

 

令和７年３月末に２名の推進

員が退任します。 

来年４月から一緒に推進員を

やってみませんか？ 

ご友人と一緒にお申込みいた

だくことも可能です。高木公民

館へのご連絡、お待ちしており

ます！ 


